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Ⅰ 大学の概要 

１ 法人名   公立大学法人長野県立大学 

２ 所在地   長野県長野市三輪８－49－７ 

３ 役員の状況 

  理事長        安藤  国威 

  副理事長（学長）   金田一 真澄 

  専務理事（事務局長） 玉井  裕司 

  理事（学部長）    穴山  悌三 

  理事（外部理事）   三隅  隆司 

  監事         小川  直樹（公認会計士） 

  監事         中嶌  知文（弁護士） 

４ 学部等の構成 

 【学部】 

  グローバルマネジメント学部 グローバルマネジメント学科 

  健康発達学部        食健康学科、こども学科 

【大学院】 

  ソーシャル・イノベーション研究科 

  健康栄養科学研究科 

【附置機関】 

グローバルセンター、言語教育センター 

ソーシャル・イノベーション創出センター、キャリアセンター 

 

 

 

５ 学生数及び教職員数  ※ 令和５年５月１日現在 

①  学生数   1,057人 

②  教職員数  教員 73人、職員 51人（うち正規職員 35人） 

６ 沿革 

  平成 30年４月 開学（公立大学法人設立） 

  令和４年４月 大学院開設 

７ 大学の基本的な目標 

長野県立大学は、長野県の知の礎となり、未来を切り拓くリーダーを

輩出し、世界の持続的発展を可能にする研究成果を発信することで、人

類のより良い未来を創造し、発展させる大学をめざす。 

【３つの使命】 

① リーダー輩出 

幅広い豊かな教養教育、実践重視の高度な専門教育、寮生活や海

外研修などによる全人教育によって、新たな時代を担う様々な資質

や能力を備えたリーダーを輩出する。 

② 地域イノベーション 

長野県の豊かな自然や長い歴史・伝統を理解し、大切にすること

を通して、県の産業・文化・生活を活性化する「知の拠点」となり、

地域に開かれた大学、地域とともに歩む大学をめざす。 

③ グローバル発信 

健全な批判精神をもち、先進的な研究はもとより、長野県の産業

や文化を基盤とした学際的な研究を推進して、新たな知を創出し、

その成果を地域に還元するとともに、長野から世界に向けて発信す

る。 
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Ⅱ 事業実績の概要 

 

 令和５年５月には新型コロナウイルス感染症（以下、「新型コロナ」という）

が５類に引き下げられ、新型コロナによる影響が減少してきた一方、それま

での間に停滞していた取組を挽回すべく、教職員が一丸となって事業促進に

努めた。特に海外プログラムにおいては、本学の実施体制並びに現地での受

け入れ体制を十分に整えた上で、全学科において 100％の参加率を達成した

のみならず、グローバルマネジメント学科においては、２年生に加え令和４

年度から実施を延期していた３年生も対象とし、２学年同時期での開催を実

現した。 

 また、令和４年度に開学した大学院の運営が２年目に入り、すべての学年

が充足した状態でスタートを切った１年になった。 

本学が、地域を牽引するリーダーやグローバルな視野で活躍する人材を輩

出するとともに、長野県の「知の拠点」としてあり続けていくため、引き続

き最大限の学びの場を提供していく。 

こうした状況の中、県から示された中期目標を確実に達成するため、中期

計画及び年度計画に基づき着実に事業を実施した。令和５年度の活動実績は

次のとおりである。 

 

 

１ 教育研究等の質の向上について 

(1) 教育の推進に関する取組 

  ア 発信力ゼミ 

１年次通年必修の「発信力ゼミ」は、プレゼンテーションやディスカ

ッションを含む授業を前期 14クラス、後期 15クラス、各 15～20人程度

の少人数で行った。１月末には、クラスごとにグループ・個人による活

動の成果を発表し、プレゼンテーション能力等の向上を図った。また、

教員間による成績評価の適正化のため、成績評価のルーブリック（評価

基準）を活用し、授業評価の公平性を図った。 

 

  イ 英語集中プログラム 

１年次・２年次必修の英語集中プログラムは、学生の英語力を勘案し

て、25人程度の少人数により週４回授業を行い、「読む・聞く・書く・話

す」という４技能の向上を図った。入学時、１年次修了時、２年次修了

時に TOEIC を受検し、英語力の習熟度を測定し、学生にフィードバック

することで学修に対するモチベーションの向上につなげた。令和５年度

の２年次修了時の TOEIC の結果は、600 点以上の学生の割合は 54.5％、

平均点は 602点と、一定の成果が上がっている。 

 

  ウ ゼミ・実習 

３年次からは、各学科において高度な知識・技能を学ぶ専門ゼミや「卒

業研究」を開講し、自身の関心や将来を見据えた専門的な学びを促した。 

食健康学科では、保健所や病院、特別支援学校等で「臨地実習」を実
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施し、世界基準である 500 時間を確保することで、科学的根拠に基づき

栄養管理ができる能力の涵養及び管理栄養士の職務と役割への理解を深

めた。４年次 28 名が、管理栄養士国家試験を受験し、合格者 27 名、合

格率 96.4％を達成した。 

こども学科でも、感染防止対策を徹底したうえで保育園・幼稚園等に

おいて実習を実施した。 

 

  エ 海外プログラム 

グローバルマネジメント学部は２年次及び令和４年度から延期した３

年次を対象としたことで、およそ２学年の学生数を派遣した。健康発達

学部食健康学科は２年次、こども学科においては３年次を対象に、それ

ぞれニュージーランドとフィンランドにおいて実施した。なお、グロー

バルマネジメント学部においては、約４年ぶりの現地実施となった。こ

の結果、いずれの学部学科においても参加を予定していた学生の参加率

は 100％となった。 

新型コロナによる影響を大きく受けていた海外プログラムだったが、

現地受入先大学との調整、学生の意識啓発や保証人対応、教職協働を進

め、渡航型再開を達成することができた。 

併せて、渡航が叶わない学生を対象に非渡航型のプログラムを新たに

企画し、フィリピンとオーストラリアに所在する２大学にて実施した。 

(2) 大学院の開設 

令和４年４月に開設した長野県立大学大学院のソーシャル・イノベー

ション研究科、健康栄養科学研究科の２研究科は、第２期生として、ソ

ーシャル・イノベーション研究科には 12名（入学定員 10名）、健康栄養

科学研究科には６名（入学定員５名）がそれぞれ入学した。 

令和６年３月にはソーシャル・イノベーション研究科から 14名、健康

栄養科学研究科から１名の修了生を輩出した。 

両研究科ともに、社会人学生が履修しやすい環境を整えるため、具体

的には、平日夜間の講義はすべてリアルタイムのオンライン授業とし、

土曜日には隔週で対面授業を行っている。 

 

(3) 入学者の受入れに関する取組 

  オープンキャンパスは、３年ぶりに対面で３日間実施した。総参加者

数は 1,962名となった。 

  また、対面でのキャンパス見学の受入れを増やしたところ県内外の高

校 24校の参加が実現したとともに、教職員の派遣による高校での模擬授

業や説明会を 40回実施、県外高校の進路指導教員を対象としたオンライ

ン併用型の説明会を２回実施した。 

  学長による高校訪問を継続するとともに、キャンパス見学時の生徒、

高校関係者への学長による広報機会を設けた。 

 

(4) 学生へのキャリア支援に関する取組 

体系的な就職支援プログラムの導入、きめ細かいキャリア就職相談な

どを早期から導入することにより、令和３年度から３年連続で就職希望
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者の就職率 100％を達成した。 

就職支援として、多様な業界の専門性を有するキャリアカウンセラー

８名を配置し、キャリア相談の充実を図った。また、就職アドバイザー

制度として令和４年度の 14 名から２名増の 16 名の内定者を任命し、後

輩からの多様な個別相談の対応や内定者報告会（３回）、就職体験記の作

成を行った。 

 

(5) 研究活動の推進に関する取組 

令和５年度は 25件（研究代表者分）の科研費に採択された研究に取り

組んだ。また、科研費申請・採択の促進策として、外部の申請書添削サ

ービス使用の促進及び経費支援に加え、職員による添削を行った。 

 

 (6) 地域貢献の推進に関する取組 

地域課題の解決に行政と大学が連携して取り組んでいくため飯綱町と

４月に、東御市と令和６年２月に包括連携協定を締結した。 

協定締結先などとの連携のもと、学生が具体的な地域の企業や自治体

のプロジェクトに参加し、大学での学びを実践の中で深める学習（PBL）

プログラムを引き続き実施した。 

地域に開かれた大学として、「公開講座」を 14回、「デリバリー・アカ

デミアを 21回開催した。 

 

 

(7) 国際交流の推進に関する取組 

  交換留学制度の拡充及び多様な協定校の開拓のため、７月から８月に

かけて学長を含む大学関係者が河北大学及び中国伝媒大学（いずれも中

国）を訪問した結果、いずれも交換留学協定の締結につながった。また、

これまで１校のみだった欧州においても、本学関係者による訪問等によ

り、パラツキー大学オロモウツ校（チェコ）、ヴィータウタス・マグヌス

大学（リトアニア）、ヴィリニュス大学（リトアニア）、トリノ大学（イ

タリア）の４校と交換留学協定を締結することとなった。 

  交換留学制度に基づき、本学からは８月に明知大学校（韓国）へ学生

１名、令和６年１月にカレリア応用科学大学（フィンランド）へ２名、

輔仁大学（台湾）へ１名の計４名を派遣した。一方で、９月には明知大

学校（韓国）から１名、輔仁大学（台湾）から２名の本学初めてとなる

交換留学生を受け入れた。 

 

 

２ 業務運営等について 

(1) 財務レポートの作成 

令和３年度に引き続き、県民、企業、自治体、設立団体等多様なステ

ークホルダーに対し、本学がどのような事業や取組を実施し、成果に繋

げているかを報告するため、令和４年度財務諸表をもとに「令和４年度

財務レポート」を作成し、ホームページで公表した。 
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(2) その他 

原則週１回（年 30回程度）大学運営会議を開催した。必要な情報を丁

寧に収集、論点を整理した上で、迅速な意思決定を行った。 

災害等のリスクに備え、三輪・後町両キャンパスにおいて防災訓練を

実施し、教職員の防災意識を啓発した。 
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Ⅲ 業務の実績等 

中 期 計 画 令和５（2023）年度計画 令和５（2023）年度計画に係る実績 

第７ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

１ 予算 

平成30年度～令和５年度 

(単位：百万円) 

区  分 予  算 

収入 

運営費交付金 

自己収入 

授業料等収入 

その他収入 

受託研究等収入 

 

 

 

計 

 

６，６８６  

３，２６６  

２，８８３  

３８３  

１２  

 

 

 

９，９６４  

支出 

業務費 

教育研究経費 

人件費 

一般管理費 

受託研究等経費 

 

計 

 

９，９５２  

１，８６５  

６，９３６  

１，１５１  

１２  

 

９，９６４  

【運営費交付金の算定】 

県から交付される運営費交付金は、一定の

仮定の下に試算されたものであり、各事業年

度の運営費交付金は、県の予算編成過程にお

いて決定される。 

 

【人件費の見積り】 

 

令和５（2023）年度 

(単位：百万円) 

区  分 予  算 

収入 

運営費交付金 

授業料等減免交付金 

自己収入 

授業料等収入 

その他収入 

受託研究等収入 

 施設整備補助金 

目的積立金取崩収入 

計 

 

１，０５５ 

５２ 

６９５ 

５９９ 

９６ 

０ 

０ 

７９ 

１，８８１  

支出 

業務費 

教育研究経費 

人件費 

一般管理費 

受託研究等経費 

 施設整備費 

計 

 

１，８８１ 

４１１ 

１，１９７ 

２７３ 

０ 

０ 

１，８８１ 

  

 

 

 

 

 

令和５（2023）年度 

(単位：百万円) 

区  分 決  算 

収入 

運営費交付金 

授業料等減免交付金 

自己収入 

授業料等収入 

その他収入 

受託研究等収入 

 施設整備補助金 

目的積立金取崩収入 

計 

 

１，０５９ 

４７ 

６８９ 

５９６ 

９３ 

１１ 

０ 

０ 

１，８０６ 

支出 

業務費 

教育研究経費 

人件費 

一般管理費 

受託研究等経費 

 施設整備費 

計 

 

１，７１４ 

３８４ 

１，１２０ 

２１０ 

１２ 

０ 

１，７２６ 
 



8 

 

中 期 計 画 令和５（2023）年度計画 令和５（2023）年度計画に係る実績 

期間中総額６，９３６百万円を支出する。

（退職手当を除く。） 

人件費の見積りについては、配置計画に基づ

く教職員数を踏まえ、役員の報酬及び職員の給

料・諸手当並びに法定福利費に相当する費用を

試算したものであり、定期昇給、ベースアップ

は含まない。 

退職手当については、公立大学法人長野県

立大学職員退職手当規程に基づき所要額を支

給するが、各事業年度の予算編成過程におい

て算定された上で、運営費交付金として措置

される。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 収支計画 

平成30年度～令和５年度 

(単位：百万円) 

区  分 予  算 

費用の部 

経常費用 

業務費 

教育研究経費 

受託研究等経費 

人件費 

一般管理費 

減価償却費 

臨時損失 

 

 

１０，２５６  

８，８１３  

１，８６５  

１２  

６，９３６  

１，１５１  

２９２  

０  

収入の部 

経常収益 

運営費交付金収益 

授業料等収益 

 

１０，２５６  

６，６８６  

２，８８３  

 

令和５（2023）年度 

(単位：百万円) 

区  分 予  算 

費用の部 

経常費用 

業務費 

教育研究経費 

受託研究等経費 

人件費 

一般管理費 

減価償却費 

臨時損失 

 

２，００１ 

２，００１ 

１，５８４ 

３８７ 

０ 

１，１９７ 

２６２ 

１５５ 

０ 

収入の部 

経常収益 

運営費交付金収益 

授業料等減免交付金収益 

２，５２６ 

１，８５２ 

１，０５５ 

５２ 

 

令和５（2023）年度 

(単位：百万円) 

区  分 決  算 

費用の部 

経常費用 

業務費 

教育研究経費 

受託研究等経費 

人件費 

一般管理費 

財務費用 

減価償却費 

臨時損失 

１，７６９ 

１，７６９ 

１，４８３ 

３６２ 

８ 

１，１１３ 

１５６ 

５ 

１２５ 

０ 

 

収入の部 

経常収益 

運営費交付金収益 

 

１，８５４ 

１，０５５ 
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中 期 計 画 令和５（2023）年度計画 令和５（2023）年度計画に係る実績 

受託研究等収益 

資産見返負債戻入 

雑益 

臨時利益 

１２  

２９２  

３８３  

０  
 

授業料等収益 

受託研究等収益 

資産見返負債戻入 

雑益 

臨時利益 

目的別積立金崩額 

６４８ 

０ 

０ 

９７ 

 ５９５ 

７９ 

純利益 ５２５ 
 

授業料等減免交付金収益 

授業料等収益 

受託研究等収益 

資産見返負債戻入 

雑益 

臨時利益 

目的別積立金崩額 

４８ 

６２８ 

１５ 

０ 

１０８ 

６２０ 

０ 

純利益 ７０５ 
 

３ 資金計画 

平成30年度～令和５年度 

(単位：百万円) 

区  分 予  算 

資金支出 

業務活動による支出 

投資活動による支出 

財務活動による支出 

次期中期目標期間への繰越金 

９，９６４  

９，４７４  

１０２  

３８８  

０  

資金収入 

業務活動による収入 

運営費交付金収入 

授業料等収入 

受託研究等収入 

その他収入 

投資活動による収入 

財務活動による収入 

 

９，９６４  

９，９６４  

６，６８６  

２，８８３  

１２  

３８３  

０  

０  

 

 

 

 

令和５（2023）年度 

(単位：百万円) 

区  分 予  算 

資金支出 

業務活動による支出 

投資活動による支出 

財務活動による支出 

翌年度への繰越金 

２，８４９ 

１，７９６ 

２１ 

６３ 

９６９ 

資金収入 

業務活動による収入 

運営費交付金収入 

授業料等減免交付金収入 

授業料等収入 

受託研究等収入 

その他収入 

投資活動による収入 

財務活動による収入 

前年度からの繰越金 

２，８４９ 

１，８０２ 

１，０５５ 

５２ 

５９９ 

０ 

９６ 

０ 

 ０ 

１，０４７ 
 

 

令和５（2023）年度 

(単位：百万円) 

区  分 決  算 

資金支出 

業務活動による支出 

投資活動による支出 

財務活動による支出 

翌年度への繰越金 

 

１，６０７ 

５，３７３ 

５１ 

１，６３９ 

資金収入 

業務活動による収入 

運営費交付金収入 

授業料等減免交付金収入 

授業料等収入 

受託研究等収入 

その他収入 

投資活動による収入 

財務活動による収入 

前年度からの繰越金 

 

１，７６３ 

１，０５５ 

５２ 

５８５ 

９ 

６２ 

５，３５０ 

０ 

１，５５７ 
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中 期 計 画 令和５（2023）年度計画 令和５（2023）年度計画に係る実績 

第８ 短期借入金の限度額 

１ 限度額 

２億円 

２ 想定される短期借入金の発生理由 

運営費交付金の交付時期と資金需要の期間差及

び事故の発生等により緊急に必要となる対策費と

して借り入れすることを想定する。 

１ 限度額 

２億円 

２ 想定される短期借入金の発生理由 

運営費交付金の交付時期と資金需要の期間差及

び事故の発生等により緊急に必要となる対策費と

して借り入れすることを想定する。 

１ 限度額 

２億円 

２ 借り入れの実績はない。 

第９ 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産の処分に関する計画 

  なし   なし なし 

第10 第９の財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

  なし   なし   なし 

第11 剰余金の使途 

決算において剰余金が発生した場合は、教育研

究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 

  決算において剰余金が発生した場合は、教育研究

の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 

令和４年度決算において計上した当期総利益の

うち15，400千円を、教育研究の質の向上及び組織

運営の改善に充てるため積み立てた。 

第12 その他 

１ 施設及び設備に関する計画 

各事業年度の予算編成過程において決定する。 

２ 地方独立行政法人法第40条第４項の規定により

業務の財源に充てることができる積立金の処分に

関する計画 

なし 

３ その他法人の業務運営に関し必要な事項 

なし 

１ 施設及び設備に関する計画 

  なし 

２ 地方独立行政法人法第40条第４項の規定により

業務の財源に充てることができる積立金の処分に

関する計画 

なし 

３ その他法人の業務運営に関し必要な事項 

なし 

１ 施設及び設備に関する実績 

  なし 

２ 地方独立行政法人法第40条第４項の規定により

業務の財源に充てることができる積立金の処分に

関する実績 

なし 

３ その他法人の業務運営に関し必要な事項 

なし 

 

 


